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４月生涯研修

国民投票法
改　定　案

歯
周
病
と
糖
尿
病
の
連
携
を
解
説

改
憲
に
道
開
く

参
院
で
廃
案
を

医
科
歯
科
双
方
向
の
管
理
を
強
調

江
原
政
策
部
長
が
談
話

て
は
、
患
者
か
ら
保
険
外
負

担
を
徴
収
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
場

合
、
患
者
に
対
し
て
十
分
な

　

混
合
診
療
の
場
合
、
ど
の

よ
う
な
点
に
注
意
し
た
ら
よ

い
で
し
ょ
う
か
。
指
導
で
も

厳
し
い
と
聞
き
ま
す
が
？

　

混
合
診
療
と
は
、
一
連
の

診
療
行
為
の
な
か
で
保
険
診

療
と
保
険
外
診
療
（
自
由
診

療
）
が
混
在
す
る
、
あ
る
い

は
保
険
給
付
と
保
険
外
の
患

者
負
担
が
混
在
す
る
診
療
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。
現
在
の

健
康
保
険
制
度
で
は
混
合
診

療
は
原
則
禁
止
と
さ
れ
て
お

り
、
混
合
診
療
を
行
う
と
保

険
診
療
も
含
め
て
初
診
日
に

遡
っ
て
全
額
自
己
負
担
と
な

る
の
が
原
則
で
す
。

　

た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣

が
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」

と
し
て
定
め
た
も
の
に
つ
い

び
費
用
に
関
す
る
事
項
を
院

内
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示

す
る
、
具
体
的
な
料
金
、
内

訳
等
を
明
示
し
た
領
収
書
を

発
行
す
る
等
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
保
険
給
付
外
の
材

料
等
に
よ
る
歯
冠
修
復
及
び

欠
損
補
綴
は
保
険
外
給
付
で

す
が
、
歯
及
び
口
腔
に
対
す

る
治
療
体
系
が
細
分
化
さ
れ

て
い
る
歯
科
治
療
の
特
殊
性

に
鑑
み
、
患
者
が
当
該
治
療

を
希
望
し
た
場
合
に
限
り
、

歯
冠
修
復
に
お
け
る
歯
冠
形

成
（
歯
台
築
造
を
含
む
）
以

降
、
欠
損
補
綴
に
お
け
る
補

綴
時
診
断
以
降
を
保
険
給
付

外
の
扱
い
と
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
当
該
治
療
を
行
っ

た
場
合
は
、
診
療
録
へ
自
費

診
療
へ
の
移
行
等
や
当
該
部

位
に
係
る
保
険
診
療
が
完
結

し
て
い
る
旨
が
判
る
よ
う
に

明
確
に
記
載
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
が

曖
昧
だ
と
指
導
で
指
摘
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

 

（
弁
護
士
・
遠
地
靖
志
）

情
報
提
供
を
行
い
、
患
者
の

自
由
な
選
択
と
同
意
の
も
と

で
実
施
す
る
こ
と
、
保
険
外

併
用
療
養
費
に
係
る
内
容
及

転ばぬ先の　
　法律相談

医院経営

第16回 歯科での「混合診療」の注意点は

自費への移行を明確に記載する

イラスト・辻井タカヒロ

　

３
度
目
の
緊
急
事
態
宣
言
の
解
除
が

５
月
末
に
迫
る
。
大
阪
で
は
重
症
者
が

急
増
し
、「
医
療
崩
壊
」
が
起
き
て
い

る
。
政
府
や
大
阪
府
は
〝
宣
言
頼
み
〞

の
コ
ロ
ナ
対
策
を
見
直
し
、
医
療
提
供

体
制
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
体
制
の
確

保
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
拡
充
な
ど
必
要
な
対

策
に
全
力
を
挙
げ
る
べ
き
だ
。

　

逼
迫
す
る
医
療
体
制
へ
の
手
立
て
は

急
務
だ
。
府
内
の
感
染
者
は
４
月
下
旬

に
は
１
０
０
０
人
を
超
え
、「
重
症
病

床
」
の
使
用
率
は
１
０
０
％
に
到
達
。

感
染
者
の
１
割
し
か
入
院
で
き
ず
、
自

宅
で
療
養
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
必
要
な

治
療
を
受
け
ら
れ
ず
に
亡
く
な
る
が
後

を
絶
た
な
い
。

　

病
床
が
足
り
な
い
背
景
に
は
、
医
師

・
看
護
師
不
足
が
あ
る
。
国
と
府
は
医

療
ス
タ
ッ
フ
の
派
遣
や
コ
ロ
ナ
患
者
へ

の
訪
問
診
療
へ
の
支
援
な
ど
、
医
療
提

供
体
制
確
保
の
た
め
に
責
任
を
果
た
す

べ
き
だ
。

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
人
数
は
、
人
口
当
た

り
で
世
界
１
１
８
位
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
遅
れ
は
深
刻
だ
。
政
府
は
希
望
す

る
高
齢
者
へ
の
接
種
を
７
月
末
ま
で
に

86
％
の
自
治
体
で
終
了
す
る
見
通
し
を

示
し
た
が
、
19
日
時
点
の
１
回
目
の
終

了
者
は
３
・
９
％
、
２
回
目
終
了
者
は

０
・
３
％
に
過
ぎ
な
い
。
医
療
従
事
者

の
優
先
接
種
で
さ
え
、
４
割
し
か
完
了

し
て
い
な
い
（
18
日
現
在
）。
国
は
自

治
体
に
対
し
正
確
な
供
給
量
や
配
送
時

期
を
示
す
こ
と
が
必
要
だ
。

　

慶
応
大
学
が
４
月
に
発
表
し
た
都
道

府
県
の
「
コ
ロ
ナ
対
応
力
」
を
評
価
し

た
調
査
で
は
、
大
阪
府
が
最
下
位
だ
っ

た
。
人
口
当
た
り
の
「
受
入
確
保
病
床

数
」、
累
積
陽
性
者
あ
た
り
「
累
積
検

査
数
」
な
ど
10
指
標
で
比
較
。
維
新
府

政
の
コ
ロ
ナ
対
策
が
全
国
と
比
べ
て
検

査
数
も
病
床
確
保
数
も
不
十
分
な
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
国
や
府
が

危
機
的
な
現
実
を
直
視
し
、
実
効
あ
る

対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

春夏秋冬

新
型
コ
ロ
ナ
第
４
波

実
効
あ
る
対
策
に
全
力
を

テ
ー
ジ
で
あ
る
壮
年
期
以
前

か
ら
リ
ス
ク
を
医
科
歯
科
で

管
理
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
歯
周
病
を
早
期
に

発
見
し
、
病
状
を
改
善
、
咀

嚼
機
能
を
回
復
す
る
こ
と
が

糖
尿
病
の
重
症
化
を
予
防

し
、
フ
レ
イ
ル
の
前
段
階
で

あ
る
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
を

防
ぐ
こ
と
に
つ
な
が
る
」
と

解
説
し
た
。

　

三
辺
氏
は
糖
尿
病
と
歯
周

病
は
医
科
歯
科
双
方
向
で
管

理
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と

述
べ
、「
歯
周
治
療
か
ら
歯

周
医
療
へ
、
糖
尿
病
関
連
歯

周
炎
と
い
う
概
念
を
広
め
て

い
く
こ
と
が
重
要
だ
」
と
強

調
。
保
団
連
発
行
の
『
糖
尿

病
・
歯
周
病
医
科
歯
科
連
携

手
帳
』
の
活
用
を
訴
え
た
。

を
講
師
に
31
人
が
参
加
し

た
。
講
習
会
は
別
会
場
で
講

演
す
る
講
師
を
Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー

ル
で
視
聴
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト

方
式
で
開
催
し
た
（
写
真
）。

　

三
辺
氏
は
歯
周
病
に
関
連

し
た
全
身
疾
患
は
57
疾
患
に

も
の
ぼ
る
と
強
調
し
、「
歯

周
病
を
は
じ
め
と
す
る
口
腔

内
の
慢
性
疾
患
は
、

非
感
染
性
疾
患
（
Ｎ

Ｃ
Ｄ
ｓ
）
の
危
険
因

子
の
ひ
と
つ
で
あ

り
、
口
腔
か
ら
全
身

の
健
康
指
標
と
し
て

そ
の
影
響
を
捉
え
る

必
要
が
あ
る
」
と
説

明
し
た
。

　

ま
た
、
糖
尿
病
と

の
関
連
に
つ
い
て
、

「
糖
尿
病
の
未
病
ス

神
奈
川
歯
大
・三
辺
氏

　

臨
床
学
術
部
は
４
月
18

日
、「
歯
周
病
と
糖
尿
病
の

医
科
歯
科
連
携
」
を
テ
ー
マ

に
生
涯
研
修
講
座
を
開
い

た
。
三
辺
正
人
氏
（
神
奈
川

歯
科
大
学
口
腔
統
合
医
療
学

講
座
歯
周
病
学
分
野
教
授
）

　

改
憲
の
た
め
の
手
続
き
を
定
め
た
国
民
投
票
法
改
定
案
が

11
日
、
自
民
・
公
明
・
維
新
・
立
憲
・
国
民
の
賛
成
で
衆
議

院
を
通
過
し
た
こ
と
を
受
け
、
協
会
の
江
原
豊
政
策
部
長
は

14
日
、
改
憲
発
議
に
道
を
開
く
同
法
の
採
決
に
抗
議
し
、
参

議
院
で
の
廃
案
を
求
め
る
談
話
を
発
表
し
た
。

　

談
話
は
、
同
法
案
に
は
国
民
投
票
が
成
立
す
る
条
件
と
な

る
「
最
低
投
票
率
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い

て
「
致
命
的
な
欠
陥
だ
」
と
指
摘
。
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
広
告
、
運
動
資
金
の
規
制
が
事
実
上
、
先
送
り
さ
れ
て

お
り
、
資
金
力
の
あ
る
政
党
・
団
体
の
大
量
宣
伝
が
投
票
行

動
に
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
と
し
て
、「
判
断
す
る
た
め
の

環
境
整
備
を
放
置
し
た
ま
ま
改
定
を
強
行
す
る
な
ら
、
憲
法

軽
視
・
国
民
軽
視
と
の
批
判
は
免
れ
な
い
」
と
述
べ
る
。

　

菅
首
相
が
感
染
拡
大
を
口
実
に
緊
急
事
態
条
項
の
創
設
に

意
欲
を
見
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
コ
ロ
ナ
対
策
の
失
政
を

棚
上
げ
し
、
改
憲
ム
ー
ド
を
あ
お
る
発
言
は
許
さ
れ
な
い
」

と
批
判
。
未
曽
有
の
事
態
の
な
か
で
政
治
に
求
め
ら
れ
る
の

は
改
憲
論
議
で
は
な
い
と
し
、「
現
行
の
憲
法
が
保
障
す
る

生
存
権
や
財
産
権
を
活
か
し
、
感
染
拡
大
防
止
や
生
活
・
生

業
支
援
に
責
任
を
果
た
す
こ
と
だ
」
と
述
べ
、
参
議
院
で
廃

案
に
す
る
と
と
も
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
を
最
優
先
に
取
り

組
む
よ
う
強
く
求
め
て
い
る
。

【前回理事会以降の主な取り組み】
・ 新型コロナウイルスへの対応として、新型コロナウイルス感染拡大防止対
策に全力を挙げることなどを求める緊急要望書を４月20日、大阪府に提出
した。

【重点課題】
・ 安全・安心の医療提供体制を確立するため、国や自治体に対して必要な対
策を求める。

・ワクチン接種に関わる情報を把握し、会員に案内する
・ 保険でより良い歯科医療を求める請願署名は３万筆を目標とする（理事会
として7,500筆）。診療所で100人の患者への署名の手渡し運動を呼びかけ
る。

・ 「病床再編法案」「75歳以上窓口２倍化法案」などを阻止するため、次期総
選挙に向けて会員への情報提供に努める――などを決めた。

【会務運営】
・ 評議員会議長・副議長候補として平川光彦評議員（北大阪地区）、副議長
候補として張村善紀評議員（堺・高石・和泉地区）、同じく南端理伸評議
員（大阪市西部地区）を選出した。

21・22年度　第２回　理事会報告　2021年５月８日

休業保障
制度
休業保障
制度

募集期間：
５月26日～９月14日
加入日：
2021年12月１日

傷病への
備え

募集期間：
４月１日～６月25日
責任開始日：
2021年９月１日

保険医
年金
保険医
年金

老後への
備え

随時受付

お問い合わせは共済部（℡06-6568-7438）まで
入って安心！保険医協会の共済制度

労働保険
事務組合
労働保険
事務組合

従業員も
安心


